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新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様には新しい年を健やかにお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

また、常日頃は当協会の運営につきまして、格別のご支援、ご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

さて、平成２９年中に発生した全国の危険物施設における、火災、流出事故件数は、火災事故１９５件、流出事故

が３６９件、合計５６４件となっております。

平成元年以降、事故が最も少なかった平成６年と比べると、危険物施設が２６％減少しているにもかかわらず、事

故件数は約２倍に増加しております。（消防庁報道資料より）

危険物事故はひとたび発生すると甚大な被害を招くおそれがあり、社会的な影響も非常に大きくなります。

当協会では、今年も消防当局のご指導、ご協力を賜りながら危険物による災害防止のための啓蒙、普及に全力で取

り組み、災害や事故のない安心安全な地域づくりに取り組んでまいりたいと思います。

会員の皆様には今後とも危険物施設の適正な維持管理と自主保安体制の確立に一層のご尽力をお願い申し上げま

す。結びに本年も消防当局の一層のご指導、ご協力をお願い申し上げますと共に、会員の皆様の益々のご繁栄、ご健

勝をご祈念申し上げ新年のご挨拶とさせて頂きます。

平成３０年９月６日よりマルヰ産業株式会社（移動タンク貯蔵所）、９月１８日より有限会社大一重建様（移動タ

ンク貯蔵所）、９月２６日より有限会社熊谷技工様（移動タンク貯蔵所）が当協会へ入会されましたのでご紹介いた

します。

危険物取扱者試験 平成３１年３月２３日(土)《盛岡市》

願書受付期間（書面申請）平成３１年２月１８日(月)～２月２５日(月)まで

電子申請の受付期間 平成３１年２月１５日(金)～２月２２日(金)まで

願書の取りまとめについて

２月２２日(金)までに持参した分については、一括送付します。（気仙地区危険物安全協会会員に限り）

『準備講習会』(県協会主催)

１ 開催日及び会場

平成３１年２月２１日(木)、２２日(金) (公財)岩手県高校教育会館 ２階小・中会議室(盛岡市志家町１１－１３)

２ 時 間 ９時～１２時、１３時～１６時

３ 受 講 料（テキスト含む）

会員事業所・学生 ８,５００円
非会員事業所 １３,５００円

４ 申込期限 平成３１年２月１２日(火)まで

※準備講習会の申込用紙は、気仙地区危険物安全協会にあります。

※テキストをご希望の方は、気仙地区危険物安全協会にて販売いたします。 乙種第４類 １,６００円
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気仙地区危険物安全協会では、会員の方々に危険物による事故防止を呼びかける視聴覚教材を貸し出ししておりま

すので、各会員事業所等における教育･研修等の教材としてご活用下さい。（貸し出しする教材については別紙一覧

をご覧下さい。）

また、貸し出し手続きについては、別紙「視聴覚教材借用書」に必要事項を記入し、気仙地区危険物安全協会へお

申し込み下さい。

当協会会員事業所の有限会社石川ガス様では、平成３０年９月２２日から１０月１日まで「危険物施設の事故防止」

をテーマとした、当協会貸出用DVDの上映による教養を実施しました。

本教養では、火災や流出事故の防止に関する内容を視聴していただき、従業員の方からは「事故防止の意識を高め

る有意義な教養でした。」との感想をいただきました。

この教養研修の様子を大船渡地区消防組合ホームページ内気仙地区危険物安全協会掲示板へ掲載しておりますので

ご覧下さい。大船渡地区消防組合ホームページ http://www.fd-ofunato.jp/

(一財)全国危険物安全協会では、危険物取扱者の的確な定期点検のツールとして定期点検マニュアルを発刊いたし

ました。総務省消防庁で示された定期点検の点検表等に沿って、各点検項目に定められた「点検内容」、「点検方法」

等を詳細に解説しています。

また、移動タンク貯蔵所の事故事例を多く掲載しており、類似の事故防止に活用できます。

詳細については、(一財)全国危険物安全協会ホームページをご参照下さい。

http://www.zenkikyo.or.jp/text/manual.html

◇本書の構成◇

第１章 定期点検に係る法令解説《危険物施設の事故概要、法令解説、定期点検記録表及び点検表等》

第２章 移動タンク貯蔵所の定期点検実施要領《移動タンク貯蔵所の点検項目の解説》

第３章 移動タンク貯蔵所に係る事故事例《移動タンク貯蔵所の事故、移動タンク貯蔵所に係る事故事例》

第４章 参考資料

発 行：一般社団法人全国危険物安全協会 Ｂ５版オールカラー 定価 ２,５００円（税込み）

危険物の流出は、火災危険性を著しく高めるとともに、甚大な影響を与えるものとなり、さらには、冬期間に流出

した危険物は融雪とともに被害の拡大が懸念されます。各事業所におかれましては、流出事故の発生を防止するため、

注意喚起していただくようお願いいたします。

《注意事項》

① 危険物施設に係る落石・積雪による配管損傷及び転倒防止対策等を講じること。

② 巡回点検のさらなる徹底等により、危険物流出の有無の確認を徹底すること。

③ 危険物が流出した場合は、適切に対処するとともに、融雪時の対策等について徹底を期し、被害拡大を未然

に防止すること。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/kikenbutsu/guideline.heml
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/kikenbutsu/guideline.heml

